
Kobe University Repository : Kernel

PDF issue: 2025-01-15

これが本当に住まいのセーフティネットなのか (特
集 貧困と格差の緊急事態)

(Citation)
世界,944:189-196

(Issue Date)
2021-05

(Resource Type)
journal article

(Version)
Version of Record

(URL)
https://hdl.handle.net/20.500.14094/90008354

平山, 洋介



189 

セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
な
の
か

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
拡
大
は
、
医
療
、
経
済
、
雇
用
な
ど

の
広
範
な
領
域
に
危
機
を
も
た
ら
す
と
同
時
に
、
多
く
の
人
び
と
の
居

住
を
不
安
定
に
し
た
。
こ
の
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
に
よ
る
住
宅
問
題
は
、
突

発
の
特
異
な
現
象
で
は
な
く
、
平
時
の
住
宅
政
策
の
あ
り
方
の
反
映
と

し
て
把
握
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
感
染
症
の
蔓
延
の
な
か
で
、
仕
事
・

収
入
の
減
少
ま
た
は
喪
失
に
見
舞
わ
れ
た
人
た
ち
は
、
家
賃
支
払
い
な

い
し
住
宅
ロ
ー
ン
返
済
を
続
け
ら
れ
ず
、
居
住
の
安
定
を
た
ち
ま
ち
失

っ
た
。
し
か
し
、
住
宅
困
窮
者
の
た
め
の
政
策
は
平
時
か
ら
弱
く
、
パ

ン
デ
ミ
ッ
ク
の
危
機
に
対
応
す
る
力
を
も
っ
て
い
な
い
。

以
下
で
は
、
住
宅
確
保
の
困
難
な
人
た
ち
へ
の
新
た
な
対
応
と
し
て

展
開
し
た
住
宅
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
政
策
に
と
く
に
焦
点
を
合
わ
せ
、

そ
の
実
態
を
調
べ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
住
宅
政
策
の
あ
り
方
を
見
な
お
す

(
1
)
 

必
要
を
論
じ
る
。

市
場
競
争
を
重
視
す
る
新
自
由
主
義
の
政
策
改
革
に
と
も
な
い
、
政

,
t
T
3し

ひ
ら
や
ま
・
ょ
う
す
け
＿
九
五
八
年
生
ま
れ
。
神
戸
大
学

大
学
院
人
間
発
達
環
境
学
研
究
科
教
授
。
専
門
は
住
宅
政
策
・

都
市
計
画
。
著
書
『
「
仮
住
ま
い
」
と
戦
後
日
本
』
（
青
土
社
）
、
『
マ

イ
ホ
ー
ム
の
彼
方
に
』
（
筑
摩
書
房
）
、
『
都
市
の
条
件
』

(
N
T

T
出
版
）
、
『
住
宅
政
策

平
山
洋
介
い
・
丑
°
（
光

府
は
、
一
九
九

0
年
代
半
ば
か
ら
住
宅
関
連
の
公
的
支
援
を
大
胆
に
縮

小
し
、
住
宅
生
産
・
消
費
の
大
半
を
市
場
に
ゆ
だ
ね
た
。
戦
後
日
本
の

住
宅
政
策
は
、
国
土
交
通
省
（
旧
建
設
省
）
の
所
管
下
で
、
物
的
住
宅
の

建
設
促
進
と
そ
れ
に
も
と
づ
く
経
済
刺
激
を
追
求
し
、
社
会
政
策
の
一

環
と
し
て
の
側
面
を
ほ
と
ん
ど
も
た
な
か
っ
た
。
中
間
層
の
持
ち
家
取

得
へ
の
支
援
は
拡
大
し
、
公
営
住
宅
供
給
な
ど
の
低
所
得
者
向
け
対
策

は
小
規
模
な
ま
ま
と
な
っ
た
。
こ
の
歴
史
経
緯
に
新
自
由
主
義
の
台
頭

が
重
な
っ
た
こ
と
で
、
低
所
得
者
へ
の
住
宅
供
給
は
周
縁
化
し
た
。

住
ま
い
を
市
場
化
す
る
政
策
は
、
必
然
の
結
果
と
し
て
、
市
場
住
宅

を
確
保
で
き
な
い
人
た
ち
の
存
在
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
。
こ
の
た
め
、

住
宅
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
法
（
住
宅
確
保
要
配
慮
者
に
対
す
る
賃
貸
住
宅
の
供

給
の
促
進
に
関
す
る
法
律
）
が
二

0
0七
年
に
制
定
さ
れ
、
新
し
い
住
宅

対
策
が
は
じ
ま
っ
た
。
そ
こ
で
は
「
低
所
得
者
、
被
災
者
、
高
齢
者
、

障
害
者
、
子
ど
も
を
養
育
し
て
い
る
者
、
そ
の
他
住
宅
の
確
保
に
と
く

界 SEKA/2 021. 5 
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に
配
慮
を
要
す
る
者
」
（
法
第
二
条
一
項
要
約
）
が
「
住
宅
確
保
要
配
慮

者
」
と
定
義
さ
れ
、
こ
の
グ
ル
ー
プ
ヘ
の
賃
貸
住
宅
供
給
が
促
進
さ
れ

る
。
し
か
し
、
市
場
重
視
の
政
策
改
革
の
も
と
で
、
住
宅
セ
ー
フ
テ
ィ

ネ
ッ
ト
構
築
の
た
め
の
公
的
支
援
は
最
小
限
に
と
ど
め
ら
れ
た
。

さ
ら
に
、
住
宅
困
窮
へ
の
対
応
に
市
場
利
用
の
方
法
が
導
入
さ
れ
た
。

住
宅
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
法
は
二

0
一
七
年
四
月
に
改
正
さ
れ

(
1
0

月
施
行
）
．
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
民
営
借
家
ス
ト
ッ
ク
を
活
用
す
る
方
針
が

強
調
さ
れ
た
。
民
間
賃
貸
セ
ク
タ
ー
で
は
空
き
家
率
が
上
が
っ
て
い
た

が
、
多
く
の
家
主
は
、
家
賃
滞
納
、
近
隣
ト
ラ
ブ
ル
、
単
身
者
の
死
後

へ
の
対
応
な
ど
の
入
居
管
理
に
関
連
す
る
リ
ス
ク
を
懸
念
し
、
低
所
得

者
、
高
齢
者
、
障
害
者
、
母
子
世
帯
な
ど
の
入
居
を
拒
ん
で
い
た
。
こ

こ
か
ら
、
増
大
す
る
空
き
家
を
住
宅
確
保
要
配
慮
者
に
配
分
し
よ
う
と

す
る
新
た
な
手
法
が
考
案
さ
れ
た
。
し
か
し
、
民
間
借
家
市
場
を
利
用

す
る
施
策
が
住
宅
困
窮
に
対
応
で
き
る
と
は
限
ら
な
い
。

＿
増
え
な
か
っ
た
登
録

住
宅
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
形
成
の
核
を
占
め
る
の
は
、
住
宅
確
保
要

配
慮
者
の
入
居
を
拒
ま
な
い
住
宅
を
登
録
す
る
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
。
民

営
借
家
の
家
主
が
要
配
慮
者
を
排
除
し
な
い
物
件
を
都
道
府
県
な
ど
に

登
録
し
、
都
道
府
県
な
ど
が
そ
の
情
報
を
要
配
慮
者
な
ど
に
提
供
す
る

仕
組
み
が
構
成
さ
れ
た
。
登
録
住
宅
に
は
、
要
配
慮
者
の
み
を
対
象
と

す
る
「
専
用
住
宅
」
と
、
要
配
慮
者
を
拒
ま
ず
、
同
時
に
、
そ
れ
以
外

(
2
)
 

の
一
般
世
帯
を
も
受
け
入
れ
る
「
一
般
住
宅
」
が
あ
る
。
家
主
は
、
受

け
入
れ
可
能
な
要
配
慮
者
と
し
て
、
高
齢
者
、
子
育
て
者
な
ど
の
カ
テ

ゴ
リ
ー
を
指
定
し
、
そ
の
範
囲
を
限
定
で
き
る
。
登
録
住
宅
の
家
賃
は
、

市
場
家
賃
（
近
傍
同
種
住
宅
の
家
賃
と
の
均
衡
を
失
し
な
い
家
賃
）
と
さ
れ
た
。

要
配
慮
者
の
多
く
は
低
所
得
で
、
低
家
賃
の
住
ま
い
を
必
要
と
す
る
。

し
か
し
、
民
営
借
家
を
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
と
し
て
使
お
う
と
す
る
施

策
で
は
、
家
賃
を
市
場
水
準
以
下
に
下
げ
る
こ
と
を
家
主
に
求
め
る
と

す
れ
ば
、
登
録
が
進
ま
な
い
と
予
測
さ
れ
る
た
め
、
市
場
家
賃
の
設
定

が
認
め
ら
れ
た
。

国
交
省
は
、
改
正
法
に
よ
る
新
た
な
住
宅
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
形
成

の
二

0
二
0
年
度
末
ま
で
の
目
標
と
し
て
、
一
七
万
五

0
0
0戸
の
登

録
住
宅
の
確
保
を
か
か
げ
た
。
公
営
住
宅
入
居
へ
の
応
募
は
二

0
一
五

年
度
で
五
六
万
四
六
九
三
件
に
達
し
、
ま
た
、
二

0
一
三
年
デ
ー
タ
に

も
と
づ
く
国
交
省
推
計
に
よ
れ
ば
、
低
所
得
の
借
家
世
帯
の
な
か
で
、

最
低
居
住
面
積
水
準
未
満
は
一

0
0万
、
高
家
賃
負
担
は
二

0
四
万
に

(
3
)
 

お
よ
ん
で
い
た
。
こ
れ
ら
の
点
か
ら
す
れ
ば
、
登
録
戸
数
の
目
標
値
は

控
え
目
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
の
う
え
、
住
宅
登
録
の
実
績
の

伸
び
は
遅
か
っ
た
。
登
録
住
宅
数
は
、
改
正
法
施
行
か
ら
ほ
ぼ
三
年

後
の
二

0
二
0
年
九
月
末
日
現
在
で
八
万
一
八
九
三
戸
に
と
ど
ま
っ
て

ヽ
こ
。

し

tそ
の
理
由
の
一
っ
は
、
住
宅
登
録
に
対
す
る
経
済
支
援
が
弱
く
、
家

主
の
経
営
上
の
メ
リ
ッ
ト
が
ほ
と
ん
ど
な
い
点
で
あ
る
。
住
宅
改
修
、

家
賃
低
廉
化
お
よ
び
家
賃
債
務
保
証
料
低
廉
化
へ
の
助
成
が
準
備
さ
れ

た
。
し
か
し
、
経
済
支
援
の
大
半
は
、
ま
ず
地
方
公
共
団
体
か
ら
補
助
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金
が
提
供
さ
れ
、
そ
こ
に
国
費
が
上
乗
せ
さ
れ
る
、
と
い
う
か
た
ち
を

と
る
。
し
か
し
、
自
治
体
が
低
所
得
者
向
け
施
策
に
積
極
的
に
取
り
組

む
こ
と
は
、
経
済
・
政
治
上
の
理
論
と
実
践
の
双
方
に
お
い
て
、
あ
り

え
な
い
。
住
宅
困
窮
者
の
た
め
の
財
政
支
出
は
、
税
収
の
伸
び
に
寄
与

せ
ず
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
低
所
得
者
な
ど
を
引
き
寄
せ
、
福
祉
関
連
の

負
担
を
増
大
さ
せ
る
と
み
ら
れ
て
い
る
。
有
権
者
の
中
心
を
占
め
る
の

は
、
中
間
層
で
あ
る
。
低
所
得
グ
ル
ー
プ
ヘ
の
支
援
は
、
中
間
層
の
支

持
を
得
ら
れ
ず
、
首
長
へ
の
選
挙
票
に
は
結
び
つ
か
な
い
。
だ
か
ら
、

自
治
体
の
ほ
ぼ
す
べ
て
に
と
っ
て
、
住
宅
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
形
成
へ

の
出
費
を
控
え
る
こ
と
が
、
合
理
的
な
行
動
に
な
る
。

さ
ら
に
、
借
家
経
営
に
と
っ
て
、
経
済
支
援
の
規
模
と
そ
の
条
件
は

釣
り
合
わ
な
い
。
改
修
費
助
成
で
は
、
地
方
公
共
団
体
は
支
出
せ
ず
、

国
の
直
接
補
助
の
み
に
も
と
づ
く
パ
タ
ー
ン
が
設
け
ら
れ
た
。
し
か
し
、

こ
の
制
度
の
利
用
は
、
「
公
営
住
宅
に
準
じ
た
家
賃
」
の
一

0
年
以
上

に
わ
た
る
維
持
を
条
件
と
す
る
た
め
、
家
主
か
ら
避
け
ら
れ
た
。
経
済

支
援
は
、
住
宅
確
保
要
配
慮
者
の
み
を
対
象
と
す
る
専
用
住
宅
の
家
主

に
供
給
さ
れ
る
。
大
半
の
家
主
は
、
所
有
物
件
の
専
用
化
を
受
け
入
れ

ず
、
助
成
制
度
を
利
用
し
な
い
。
住
宅
改
修
助
成
の
利
用
に
必
要
な
煩

雑
な
手
続
き
は
、
家
主
負
担
に
な
る
。
家
賃
低
廉
化
助
成
に
つ
い
て
も
、

そ
れ
が
借
家
人
向
け
で
は
な
く
、
家
主
向
け
で
あ
る
た
め
、
手
続
き
負

担
は
家
主
に
課
せ
ら
れ
る
。

も
う
―
つ
の
理
由
は
、
住
宅
確
保
要
配
慮
者
を
め
ぐ
る
入
居
管
理
上

の
リ
ス
ク
で
あ
る
。
住
宅
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
政
策
で
は
、
要
配
慮
者

へ
の
居
住
支
援
（
住
宅
探
し
の
相
談
、
入
居
後
の
見
守
り
、
生
活
相
談
、
死
亡
時

の
家
財
・
遺
品
整
理
な
ど
）
を
担
う
団
体
と
し
て
、
地
方
公
共
団
体
、
不

動
産
関
連
団
体
、
社
会
福
祉
法
人
、

N
P
o
な
ど
が
構
成
す
る
居
住
支

援
協
議
会
の
設
置
、
さ
ら
に
、
都
道
府
県
に
よ
る
N
P
o
な
ど
の
居
住

支
援
法
人
の
指
定
が
可
能
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
借
家
管
理
者
が
想
定

す
る
さ
ま
ざ
ま
な
リ
ス
ク
（
家
賃
滞
納
、
近
隣
ト
ラ
ブ
ル
、
死
後
対
応
な
ど
）

を
減
ら
す
シ
ス
テ
ム
は
十
分
に
は
整
っ
て
い
な
い
。

結
局
の
と
こ
ろ
、
賃
貸
住
宅
の
家
主
に
と
っ
て
、
そ
の
セ
ー
フ
テ
ィ

ネ
ッ
ト
と
し
て
の
登
録
は
、
空
き
家
へ
の
入
居
者
を
得
る
機
会
を
増
や

す
と
は
い
え
、
住
宅
確
保
要
配
慮
者
の
受
け
入
れ
は
、
経
営
上
の
誘
因

を
と
も
な
わ
な
い
う
え
に
、
リ
ス
ク
を
増
大
さ
せ
る
。
住
宅
セ
ー
フ
テ

ィ
ネ
ッ
ト
形
成
に
対
す
る
公
的
支
援
の
実
績
は
き
わ
め
て
少
な
い
。
居

住
支
援
協
議
会
・
法
人
の
活
動
に
対
す
る
補
助
金
は
し
だ
い
に
増
え
、

―1
0
一
九
年
油
戊
で
は
一
七
九
件
、
五
億
六
五
六

0
万
円
と
な
っ
た
。
し

か
し
、
経
済
支
援
の
二

0
一
七

S
一
九
年
度
の
実
績
を
み
る
と
、
登
録

住
宅
へ
の
改
修
費
助
成
は
わ
ず
か
ニ
―
六
戸
、
家
賃
と
家
賃
債
務
保
証

料
の
低
廉
化
助
成
は
、
そ
れ
ぞ
れ
た
っ
た
の
一
六
四
戸
と
二
三
戸
に
供

与
さ
れ
た
だ
け
で
あ
っ
た
。
国
の
補
助
金
は
、
二

0
一
九
年
度
で
は
、

改
修
に
三
一
八
五
万
円
、
家
賃
低
廉
化
に
一
六
六
四
万
円
、
保
証
料
低

廉
化
に
二
二
万
円
に
と
ど
ま
っ
た
。

登
録
目
標
は
ど
の
よ
う
に
達
成
さ
れ
た
の
か
一

住
宅
確
保
要
配
慮
者
を
排
除
し
な
い
登
録
住
宅
は
、

1101
―0
年
の
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冬
頃
か
ら
急
増
し
、
ニ
―
年
二
月
五
日
現
在
で
目
標
を
上
回
る
ニ
―
万

七
三

0
八
戸
に
お
よ
び
、
三
月
二
八
日
現
在
で
は
、
目
標
戸
数
の
二
倍

を
突
破
し
、
三
六
万
六
七
一
七
戸
と
な
っ
た
。
登
録
目
標
を
達
成
し
よ

う
と
す
る
国
交
省
は
、
各
種
不
動
産
業
団
体
に
協
力
を
求
め
、
特
定
の

不
動
産
業
者
（
ビ
レ
ッ
ジ
ハ
ウ
ス
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
株
式
会
社
と
大
東
建
託
リ
ー

シ
ン
グ
株
式
会
社
）
が
そ
れ
に
応
じ
た
。
ま
ず
、
ビ
レ
ッ
ジ
ハ
ウ
ス
・
マ

ネ
ジ
メ
ン
ト
の
住
宅
登
録
が
増
え
、
続
い
て
、
そ
れ
を
大
き
く
上
回
る

規
模
で
、
大
東
建
託
リ
ー
シ
ン
グ
の
登
録
し
た
住
宅
が
増
大
し
た
。
住

宅
登
録
の
目
標
が
市
場
で
は
な
く
、
行
政
関
与
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
た

点
に
注
意
し
た
い
。

旧
労
働
省
が
所
管
し
て
い
た
雇
用
促
進
事
業
団
は
、
衰
退
産
業
か
ら

の
移
転
就
職
者
を
受
け
入
れ
る
た
め
に
、
公
共
住
宅
の
一
種
で
あ
る
雇

用
促
進
住
宅
を
所
有
・
管
理
し
て
い
た
。
そ
の
ス
ト
ッ
ク
は
、
二

0
0

0
年
代
か
ら
一

0
年
代
に
か
け
て
、
住
宅
供
給
を
市
場
化
す
る
政
策
に

沿
っ
て
、
民
間
セ
ク
タ
ー
に
払
い
下
げ
ら
れ
た
。
国
交
省
は
、
多
数
の

雇
用
促
進
住
宅
を
取
得
し
た
ビ
レ
ッ
ジ
ハ
ウ
ス
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
そ

の
登
録
を
促
し
た
。
大
東
建
託
株
式
会
社
は
、
土
地
所
有
者
に
よ
る

ア
パ
ー
ト
建
設
な
ど
を
促
進
し
、
そ
れ
を
借
り
上
げ
、
転
貸
す
る
サ
ブ

リ
ー
ス
・
ビ
ジ
ネ
ス
を
展
開
し
て
き
た
。
国
交
省
は
、
住
宅
登
録
を

増
や
す
よ
う
、
日
本
賃
貸
住
宅
管
理
協
会
に
働
き
か
け
、
そ
こ
に
所
属

す
る
同
社
関
連
企
業
の
大
東
建
託
リ
ー
シ
ン
グ
が
多
数
の
物
件
を
登
録

し
た
。

＿

登

録

住

宅

の

特

性

を

調

べ

る

一

■極
端
に
多
い
特
定
企
業
物
件
政
府
は
、
一
般
社
団
法
人
す
ま
い

づ
く
り
ま
ち
づ
く
り
セ
ン
タ
ー
連
合
会
に
「
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
住
宅

情
報
提
供
シ
ス
テ
ム
」
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
を
運
営
さ
せ
、
関
連
情
報
を

提
供
し
て
き
た
。
以
下
で
は
、
こ
の
シ
ス
テ
ム
か
ら
取
得
し
た
二

0
ニ

一
年
三
月
七
日
現
在
の
デ
ー
タ
を
用
い
、
登
録
住
宅
の
特
性
を
み
る
。

ま
ず
、
同
シ
ス
テ
ム
に
表
示
さ
れ
る
「
問
い
合
わ
せ
先
」
を
、
仲
介
、

経
営
な
ど
を
も
担
う
場
合
が
あ
る
広
い
意
味
の
管
理
者
と
み
な
し
、
そ

の
構
成
を
調
べ
る
と
、
登
録
住
宅
全
体
（
三
二
万
三
三
九
0
戸
）
の
う
ち
、

大
東
建
託
リ
ー
シ
ン
グ
の
物
件
が
八
九
・
七
％
（
二
九
万
四
五
戸
）
と
大

半
を
占
め
、
ビ
レ
ッ
ジ
ハ
ウ
ス
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
物
件
は
六
・
六
％

(
4
)
 

（
二
万
―
一
八
五
戸
）
に
お
よ
ん
だ
（
表
1
)
。
こ
の
二
社
が
関
与
す
る
物
件

以
外
の
一
般
家
主
の
登
録
住
宅
は
三
・
八
％
（
一
万
ニ
―
六
0
戸
）
に
す
ぎ

な
い
。
「
住
宅
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
と
は
大
東
建
託
物
件
の
こ
と
」
と

い
っ
て
も
、
そ
れ
ほ
ど
過
―
n

口
で
は
な
い
。

■き
わ
め
て
少
な
い
専
用
住
宅
登
録
住
宅
に
は
、
先
述
の
よ
う
に
、

住
宅
確
保
要
配
慮
者
の
み
を
対
象
と
す
る
専
用
住
宅
が
あ
る
。
し
か
し
、

そ
の
数
は
、
登
録
住
宅
全
体
の
な
か
で
、
た
っ
た
の
一
・
三
％
（
四
一
四

二
戸
）
で
し
か
な
い
（
表
1
)
。
大
半
の
登
録
住
宅
は
、
要
配
慮
者
だ
け

で
は
な
く
、
一
般
世
帯
を
も
対
象
と
す
る
一
般
住
宅
で
あ
る
。
要
配
慮

者
は
、
登
録
住
宅
の
大
部
分
を
占
め
る
一
般
住
宅
へ
の
入
居
に
関
し
、

一
般
世
帯
と
の
競
合
関
係
に
置
か
れ
る
。
大
東
建
託
リ
ー
シ
ン
グ
の
物
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件
で
は
、
専
用
住
宅
は
ゼ
ロ
で
、
ビ
レ
ッ
ジ
ハ
ウ
ス
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

の
物
件
で
は
、
専
用
住
宅
の
割
合
は

0
・
八
％
と
著
し
く
低
い
。
大
東

建
託
、
ビ
レ
ッ
ジ
ハ
ウ
ス
の
大
量
の
物
件
で
の
専
用
住
宅
率
の
低
さ
が
、

全
体
の
そ
れ
を
引
き
下
げ
て
い
る
。
一
般
家
主
の
グ
ル
ー
プ
で
は
、
専

用
住
宅
の
割
合
は
三
ニ
・
八
％
と
相
対
的
に
高
い
。
し
か
し
、
そ
の
絶

対
数
は
小
さ
い
。

■大
半
の
住
宅
は
入
居
中
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
と
し
て
登
録
さ
れ

た
住
宅
は
、
空
室
と
は
限
ら
ず
、
入
居
中
の
物
件
を
含
む
。
登
録
住
宅

の
大
部
分
は
、
専
用
住
宅
で
は
な
く
、
一
般
住
宅
で
あ
る
。
入
居
中
の

世
帯
は
、
必
ず
し
も
住
宅

確
保
要
配
慮
者
と
は
い
え

ず
、
む
し
ろ
一
般
世
帯
が

多
い
と
み
ら
れ
る
。
一
般

住
宅
に
空
室
が
出
て
も
、

そ
こ
に
入
居
す
る
の
は
要

配
慮
者
と
は
限
ら
な
い
。

登
録
住
宅
の
状
況
を
み
る

と
、
「
入
居
中
」
が
九
四
・

八
％
と
大
半
を
占
め
る
一

方
、
「
空
室
」
率
は
ニ
・
ニ

％
と
著
し
く
低
く
、
「
改

修
中
」
が
一
・
三
％
、
「
要

問
い
合
わ
せ
」
は
一
・
七

表 1 管理者別 登録住宅の種別と部屋状況
(2021年3月7日現在）

大東 ビレッジ 一般 計
建託 ハウス 家主
％ ％ ％ ％ 

〈種別〉
専用住宅 0.0 0.8 32.8 1.3 
一般住宅 100.0 99.2 67.2 98.7 

〈部屋状況〉

空室 1.2 9.4 13.0 2.2 
入居中 98.8 69.3 45.0 94.8 
改修中 0.0 17.3 3.5 1.3 
要問い合わせ 0.0 4.1 38.5 1.7 

計（戸数） (290,045) (21,185) (12,160) (323,390) 
[89.7%] [6.6%] [3.8%] [100.0%] 

％
で
あ
っ
た
（
表
1
)
。
専
用
住
宅
の
空
室
は
わ
ず
か
四
五
九
戸
に
す
ぎ

な
い
。
登
録
住
宅
数
が
目
標
値
を
超
え
た
と
は
い
え
、
要
配
慮
者
の
入

居
機
会
は
、
ほ
ぼ
皆
無
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
限
ら
れ
て
い
る
。

登
録
住
宅
の
空
室
率
が
低
い
の
は
、
量
の
多
い
大
東
建
託
物
件
の
空

室
割
合
が
き
わ
だ
っ
て
低
い
た
め
で
あ
る
。
空
室
率
は
、
一
般
家
主
の

住
宅
で
一
三

・
O％
を
示
す
の
に
対
し
、
ビ
レ
ッ
ジ
ハ
ウ
ス
物
件
で
は

九
•
四
％
と
低
く
、
大
東
建
託
物
件
で
は
一
・
ニ
％
と
い
っ
そ
う
少
な
い
。

急
増
し
た
大
東
建
託
リ
ー
シ
ン
グ
の
登
録
住
宅
で
は
、
登
録
前
の
住
宅

に
要
配
慮
者
が
住
ん
で
い
た
ケ
ー
ス
は
少
な
い
と
推
測
さ
れ
、
登
録
後

の
著
し
く
低
い
空
室
率
か
ら
は
、
空
室
が
大
量
に
登
録
さ
れ
、
そ
こ
に

多
数
の
要
配
慮
者
が
直
ち
に
入
居
し
た
と
は
考
え
ら
れ
ず
、
し
た
が
っ

て
一
般
世
帯
が
す
で
に
住
ん
で
い
た
ケ
ー
ス
が
多
い
と
推
測
さ
れ
る
。

■本
当
に
拒
ま
な
い
の
か
登
録
住
宅
の
管
理
者
は
、
住
宅
確
保
要

配
慮
者
の
な
か
で
、
受
け
入
れ
可
能
な
入
居
者
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
選
択

す
る
。
一
般
家
主
の
登
録
住
宅
を
観
察
す
る
と
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
よ
っ

て
受
け
入
れ
率
に
違
い
が
み
ら
れ
、
「
高
齢
者
」
を
拒
ま
な
い
物
件
が

九
四
・
六
％
と
高
い
比
率
を
示
す
一
方
、
「
被
災
者
」
（
五
四
・
九
％
）
、

「
低
額
所
得
者
」
（
五
ニ
・
八
％
）
、
「
子
育
て
者
」
（
五
一
・
五
％
）
、
「
身
体
障

害
者
」
（
四
七
・
五
％
）
、
「
外
国
人
」
（
四
六
・
一
％
）
、
「
D
V
被
害
者
」
（
四

六
・
O
％
）
な
ど
を
受
け
入
れ
る
物
件
は
四
割
台
か
ら
五
割
台
と
少
な
く
、

「
ハ
ン
セ
ン
病
療
養
所
入
所
者
等
」
（
三
八
・
O
％
）
、
「
知
的
障
害
者
」
（
三

六
・
三
％
）
、
「
精
神
障
害
者
」
（
三
ニ
・
六
％
）
、
「
保
護
観
察
対
象
者
等
」

（
三
ニ
・
ニ
％
）
な
ど
の
受
け
入
れ
物
件
は
三
割
台
と
さ
ら
に
少
な
い
。
受
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け
入
れ
割
合
の
低
い
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
要
配
慮
者
は
、
家
主
か
ら
入
居
管

理
の
リ
ス
ク
が
よ
り
高
い
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。

大
東
建
託
リ
ー
シ
ン
グ
の
登
録
住
宅
の
ほ
ぼ
全
部
は
、
す
べ
て
の
カ

テ
ゴ
リ
ー
の
要
配
慮
者
を
拒
ま
な
い
と
な
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
同
社

物
件
に
つ
い
て
数
十
件
の
デ
ー
タ
を
調
べ
た
と
こ
ろ
、
そ
の
す
べ
て
に

お
い
て
入
居
可
否
の
「
審
査
あ
り
」
と
記
さ
れ
て
い
た
。
同
社
は
登
録

住
宅
の
供
給
に
関
し
、
要
配
慮
者
の
ほ
ぼ
全
員
を
拒
ま
な
い
と
し
た
う

え
で
、
入
居
審
査
に
よ
っ
て
受
け
入
れ
世
帯
を
選
別
す
る
と
み
ら
れ
る
。

民
営
借
家
市
場
で
は
、
家
賃
滞
納
の
リ
ス
ク
に
対
応
す
る
た
め
、
家

賃
保
証
会
社
を
使
う
家
主
が
増
え
た
。
住
宅
登
録
へ
の
経
済
支
援
の
一

っ
と
し
て
、
家
賃
債
務
保
証
料
の
低
廉
化
助
成
が
導
入
さ
れ
た
こ
と
は
、

家
賃
保
証
ビ
ジ
ネ
ス
の
普
及
を
反
映
す
る
。
要
配
慮
者
の
収
入
は
、
た

い
て
い
の
場
合
、
少
な
く
、
就
労
は
不
安
定
で
あ
る
。
要
配
慮
者
を
拒

ま
な
い
登
録
住
宅
へ
の
入
居
を
希
望
す
る
要
配
慮
者
を
、
保
証
会
社
が

審
査
し
、
排
除
す
る
こ
と
が
あ
り
え
る
。

■偏
る
住
宅
立
地
都
道
府
県
別
に
登
録
住
宅
の
分
布
を
観
察
す
る

と
、
そ
の
偏
在
が
目
立
つ
（
表
2
)
。
こ
れ
は
、
大
東
建
託
リ
ー
シ
ン
グ

お
よ
び
ビ
レ
ッ
ジ
ハ
ウ
ス
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
物
件
立
地
の
反
映
で
あ

る
。
愛
知
県
で
は
、
登
録
住
宅
数
が
最
も
多
く
、
五
万
五
八
四
九
戸
に

達
し
、
そ
の
大
部
分
（
九
七
・
五
％
）
が
大
東
建
託
物
件
で
あ
る
。
名
古

屋
発
祥
の
企
業
で
あ
る
大
東
建
託
株
式
会
社
は
、
本
社
を
一
九
九

0
年

に
東
京
に
移
す
ま
で
、
名
古
屋
に
置
い
て
い
た
。
こ
の
経
緯
か
ら
、
愛

知
県
の
登
録
戸
数
が
き
わ
だ
っ
て
増
え
た
。
登
録
住
宅
が
二
番
目
、
三

番
目
に
多
い
埼
玉
県
（
四
万
一
四
0
1
一
戸
）
、
千
葉
県
（
三
万
四
0
七
九
戸
）

に
お
い
て
も
、
大
東
建
託
物
件
が
ほ
と
ん
ど
全
部
を
占
め
、
そ
れ
ぞ
れ

九
七
・
ニ
％
、
九
八
・
五
％
に
お
よ
ぶ
。
住
宅
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
形
成

の
大
部
分
を
大
東
建
託
リ
ー
シ
ン
グ
に
依
拠
す
る
施
策
の
も
と
で
、
登

録
住
宅
総
数
の
四
0
•
六
％
が
愛
知
・
埼
玉
・
千
葉
の
三
県
に
集
中
し

た
。
大
阪
府
で
は
、
登
録
住
宅
数
が
三
万
二
七
六

0
戸
と
四
番
目
に
多

く
、
そ
の
う
ち
ビ
レ
ッ
ジ
ハ
ウ
ス
物
件
の
割
合
が
一
三

・
O％
と
相
対

的
に
高
い
。
こ
れ
は
、
大
阪
府
に
多
数
の
雇
用
促
進
住
宅
が
立
地
し
て

い
た
こ
と
に
関
係
す
る
。

■こ
の
家
賃
で
住
め
る
の
か
登
録
住
宅
の
特
徴
を
示
す
指
標
と
し

て
専
有
面
積
と
家
賃
を
み
る
（
表
3
)
。
専
有
面
積
で
は
「
四

O
S五
0

平
方
メ
ー
ト
ル
未
溜
」
（
三
ニ
・
三
％
）
と
「
五

O
S六
0
平
方
メ
ー
ト
ル

未
満
」
（
三0
•
四
％
）
が
多
い
。
家
賃
を
み
る
と
、
「
四
万
S

六
万
円
未

満
」
（
四
一
・
六
％
）
、
「
六
万

S
八
万
円
未
満
」
（
四
一
・
七
％
）
の
割
合
が

高
い
。
登
録
住
宅
は
、
住
宅
確
保
要
配
慮
者
の
入
居
を
拒
ま
な
い
点
で
、

セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
を
形
成
す
る
と
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
広
さ
と
コ

ス
ト
は
市
場
住
宅
と
変
わ
り
な
い
。
登
録
住
宅
の
家
賃
は
市
場
水
準
と

さ
れ
、
家
賃
低
廉
化
助
成
の
利
用
は
少
な
い
。
大
都
市
の
家
賃
は
高
い
。

そ
こ
で
は
、
市
場
住
宅
と
似
た
よ
う
な
登
録
住
宅
が
困
窮
者
に
対
応
で

き
る
度
合
い
は
低
い
。
東
京
都
で
は
、
登
録
住
宅
の
う
ち
家
賃
八
万
円

以
上
が
六
四

・
O％、

1
0万
円
以
上
が
二
九
・
五
％
に
達
す
る
。
家
賃

ご
一
万
円
以
上
の
登
録
住
宅
さ
え
み
ら
れ
、
一
六
・
三
％
を
占
め
る
。

居
住
コ
ス
ト
が
こ
こ
ま
で
高
い
住
宅
を
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
と
呼
ぶ
べ
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表 2 都道府県別 管理者別登録住宅数
(2021年3月7日現在）

大東 ビレッジ 一般 計
建託 ハウス 家主 （戸数）

愛知県 ％ 97.5 0.5 2.0 (55,849) 
埼玉県 ％ 97.2 1.7 1.1 (41,402) 
千葉県 ％ 98.5 1.2 0.4 (34,079) 

大阪府 ％ 75.2 13.0 11.8 (32,760) 
東京都 ％ 90.4 1.8 7.8 (31,196) 
静岡県 ％ 96.8 2.9 0.4 (29,001) 
兵庫県 ％ 94.6 4.5 0.9 (23,021) 
熊本県 ％ 96.4 3.1 0.5 (13,846) 
宮城県 ％ 88.0 10.7 1.3 (10,337) 
その他 ％ 70.7 22,3 7.0 (51,899) 

計（戸数） (290,045) (21,185) (12,160) (323,390) 

＊ 戸数が 1ガ以上の都府県については、都府県別の数値を表示し、
1万未満の道府県については、まとめて「その他」とした。

表 3 登録住宅の専有面積と家賃
(2021年3月7日現在）

全国 東凩都（再掲）
％ ％ 

〈専有面積〉
20ni未満 0.5 1.1 
20~30nf未満 9.9 31.3 
30~40ni未満 18.5 25.5 
40~50nf未満 32.3 23.3 
50~60nf未満 30.4 11.3 
60~70nt未満 7.6 6.2 
70nf以上 0.9 1.3 

〈家賃〉
4万円未満 4.4 0.4 
4万～ 6万円未満 41.6 3.9 
6万～ 8万円未満 41.7 31.6 
8万～10万円未満 8.2 34.5 
10万～12万円未満 2.2 13.2 
12万～14万円未満 1.0 8.6 
14万円以上 0.8 7.7 

計（戸数） (323,390) (31,196) 

以
上
か
ら
導
か
れ
る
の
は
、
住
宅
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
は
ー
~
な

く
と
も
現
在
の
制
度
の
も
と
で
は
＇
~
宅
困
窮
へ
の
対
応
に
関
し
、

ほ
と
ん
ど
役
に
立
ち
そ
う
に
な
い
と
い
う
結
論
で
あ
る
。
住
宅
対
策
の

た
め
に
、
市
場
利
用
の
手
法
が
導
入
さ
れ
た
。
し
か
し
、
登
録
住
宅
の

制
度
は
、
家
主
層
一
般
か
ら
見
む
き
も
さ
れ
ず
、
民
営
借
家
市
場
に
ま

っ
た
く
浸
透
し
な
か
っ
た
。
国
交
省
は
、
住
宅
登
録
の
戸
数
目
標
を
達

＿
住
宅
政
策
の
抜
本
的
な
見
な
お
し
を

き
か
ど
う
か
が
問
わ
れ
る
。

成
す
る
た
め
に
、
大
東
建
託
リ
ー
シ
ン
グ
お
よ
び
ビ
レ
ッ
ジ
ハ
ウ
ス
・

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
、
と
く
に
前
者
に
依
存
し
、
そ
の
結
果
、
セ
ー
フ
テ
ィ

ネ
ッ
ト
を
構
成
す
る
住
宅
の
ほ
と
ん
ど
全
部
（
九
六
・
ニ
％
）
が
同
二
社

の
物
件
と
な
っ
た
。
大
東
建
託
が
ビ
ジ
ネ
ス
を
展
開
し
て
い
な
い
地
域

に
は
登
録
住
宅
が
増
え
る
可
能
性
が
ほ
と
ん
ど
な
い
と
い
う
奇
妙
な

IJ

地
図
IJ

が
つ
く
ら
れ
た
。

居
住
支
援
活
動
を
担
う
居
住
支
援
協
議
会
・
法
人
に
対
す
る
補
助
金

の
供
給
は
増
え
た
。
し
か
し
、
登
録
住
宅
の
大
半
が
市
場
家
賃
の
一
般

住
宅
で
、
入
居
中
で
あ
る
こ
と
は
、
居
住
支
援
の
た
め
の
資
源
が
乏
し

い
こ
と
を
意
味
す
る
。
要
配
慮
者
が
入
居

可
能
な
低
家
賃
の
住
宅
ス
ト
ッ
ク
が
十
分

に
存
在
し
て
は
じ
め
て
、
そ
れ
を
条
件
と

し
て
、
居
住
支
援
活
動
が
成
り
立
つ
。

登
録
住
宅
を
増
や
す
こ
と
は
、
セ
ー
フ

テ
ィ
ネ
ッ
ト
を
構
築
し
、
住
宅
困
窮
に
対

応
す
る
と
い
う
「
目
的
」
の
た
め
の
「
手

段
」
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
登
録
住
宅

の
確
保
そ
れ
自
体
が
目
的
化
す
る
こ
と
で
、

そ
れ
が
困
窮
者
を
実
際
に
助
け
た
の
か
ど

う
か
は
問
わ
れ
な
く
な
っ
た
。
何
世
帯
の

住
宅
確
保
要
配
慮
者
が
登
録
住
宅
に
入
居

で
き
た
の
か
。
登
録
住
宅
の
入
居
者
の
う

ち
何
割
が
要
配
慮
者
な
の
か
。
こ
れ
ら
の
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デ
ー
タ
を
探
し
、
国
交
省
住
宅
局
に
た
ず
ね
た
と
こ
ろ
「
そ
う
い
う
資

料
は
な
い
。
調
べ
て
い
な
い

9

調
べ
る
予
定
は
な
い
」
と
の
こ
と
で
あ

っ
た
。
こ
こ
で
示
し
た
デ
ー
タ
か
ら
は
、
登
録
住
宅
が
要
配
慮
者
に
供

給
さ
れ
た
ケ
ー
ス
は
き
わ
め
て
少
な
い
と
推
測
さ
れ
る
。

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
拡
大
は
、
多
く
の
人
た
ち
か
ら
居
住

の
安
定
を
奪
っ
た
。
こ
の
危
機
を
理
解
す
る
に
は
、
感
染
症
の
影
響
だ

け
で
は
な
く
、
危
機
に
反
応
す
べ
き
公
的
支
援
の
制
度
基
盤
が
弱
い
点

を
み
る
必
要
が
あ
る
。
住
ま
い
を
市
場
化
す
る
政
策
枠
組
み
に
お
い
て
、

低
所
得
者
向
け
住
宅
施
策
は
周
縁
化
し
、
新
し
い
住
宅
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ

ッ
ト
は
ほ
と
ん
ど
機
能
し
な
い
。
危
機
に
挑
戦
で
き
る
か
ど
う
か
は
、

住
宅
支
援
の
た
め
の
平
時
の
公
的
制
度
が
ど
こ
ま
で
確
立
し
て
い
る
の

か
に
か
か
っ
て
い
る
。
危
機
が
起
こ
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
れ
に
対

処
す
る
た
め
に
、
ま
っ
た
く
新
し
い
シ
ス
テ
ム
を
迅
速
に
つ
く
る
こ
と

は
ま
ず
不
可
能
で
、
「
手
持
ち
の
札
」
の
応
用
を
手
段
と
せ
ざ
る
を
え

な
い
。
こ
の
意
味
で
、
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
下
の
住
宅
問
題
の
原
因
は
、
感

染
症
だ
け
で
は
な
く
、
平
時
の
公
的
支
援
制
度
の
あ
り
方
に
関
係
す
る
。

新
自
由
主
義
の
政
策
改
革
は
、
＂
緊
縮
国
家
“
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を

と
も
な
う
。
そ
こ
で
は
、
市
場
競
争
の
刺
激
が
社
会
・
経
済
を
進
歩
さ

せ
る
と
主
張
さ
れ
、
低
所
得
者
向
け
社
会
政
策
に
対
す
る
財
政
支
出
は

極
限
に
ま
で
切
り
詰
め
ら
れ
る
。
住
宅
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
の
新
し
い

手
法
の
核
心
は
、
公
的
補
助
を
最
低
限
に
抑
え
、
民
営
借
家
市
場
を
利

用
す
る
点
に
あ
る
。
し
か
し
、
住
ま
い
の
市
場
は
、
大
が
か
り
な
公
的

支
援
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
、
社
会
目
的
に
沿
う
機
能
を
与
え
ら
れ
、
低

所
得
の
高
齢
・
障
害
・
母
子
世
帯
な
ど
へ
の
低
家
賃
住
宅
の
供
給
が
実

現
す
る
。
住
宅
に
困
窮
す
る
人
び
と
が
増
え
る
な
か
で
、
新
た
な
施
策

が
展
開
し
た
と
は
い
え
、
そ
の
規
模
と
実
績
は
お
ど
ろ
く
ほ
ど
小
さ
い
。

住
宅
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
に
関
す
る
こ
こ
で
の
分
析
は
、
住
宅
政
策
の

枠
組
み
と
ス
ケ
ー
ル
の
抜
本
的
な
見
な
お
し
の
必
要
を
示
唆
し
て
い
る
。

(
1
)
関
連
拙
論
と
し
て
「
住
宅
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
政
策
を
問
い
な
お
す
」
『
「
仮

住
ま
い
」
と
戦
後
旧
本
実
家
住
ま
い
・
賃
貸
住
ま
い
・
仮
設
住
ま
い
』
（
青

土
社
、
二

0
二
0
年
）
所
収
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
2
)
「
専
用
住
宅
」
は
政
府
使
用
の
用
語
で
あ
る
が
、
「
一
般
住
宅
」
と
は
、
こ
こ

で
便
宜
的
に
使
う
言
葉
で
あ
る
。

(
3
)
こ
こ
で
の
「
低
所
得
」
と
は
、
収
入
分
位
二
五
％
以
下
（
全
世
帯
の
う
ち
収

入
の
低
い
方
か
ら
二
五
％
）
、
「
高
家
賃
負
担
」
と
は
、
年
収
―

1
0
0万
円
以
下
の

民
営
借
家
世
帯
に
お
け
る
平
均
家
賃
負
担
率

(

1

1

一
七
・
三
％
）
以
上
の
負
担
を
さ

す
。
国
土
六
益
迪
省
住
宅
局
（
二

0
一
七
）
『
参
考
資
料
集
』
（
第
四
回
新
た
な
住
宅

セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
検
討
小
委
員
会
資
料
）
を
参
照
。

(
4
)
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
上
で
、
企
業
名
を
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
、
検
索
す
る
と
、
「
問

い
合
わ
せ
先
」
な
ど
に
当
該
ワ
ー
ド
を
含
む
住
宅
の
デ
ー
タ
が
得
ら
れ
る
。
「
入

居
中
」
物
件
に
つ
い
て
は
、
「
問
い
合
わ
せ
先
」
は
伏
せ
ら
れ
て
い
る
（
そ
の
理

由
は
不
明
で
あ
る
）
。
し
か
し
、
キ
ー
ワ
ー
ド
「
大
東
建
託
リ
ー
シ
ン
グ
」
で
得

ら
れ
た
住
宅
デ
ー
タ
に
つ
い
て
は
、
多
様
な
数
十
件
の
物
件
を
観
察
し
た
と
こ
ろ
、

そ
の
す
べ
て
に
お
い
て
、
契
約
詳
細
、
保
険
、
更
新
・
保
険
料
、
入
居
対
象
者
の

範
囲
・
条
件
な
ど
項
目
の
内
容
が
完
全
に
同
じ
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
同
社
物
件

で
あ
る
と
判
断
さ
れ
る
。
ま
た
、
大
東
建
託
リ
ー
シ
ン
グ
の
物
件
が
登
録
住
宅
全

体
の
お
よ
そ
九
割
を
占
め
る
こ
と
に
つ
い
て
、
国
土
六
益
迪
省
住
宅
局
に
問
い
合
わ

せ
た
と
こ
ろ
、
「
そ
の
認
識
で
間
違
い
な
い
」
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
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